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信託と遺留分 

～判決事例から考える～ 

 

１.はじめにー信託と遺留分に関する判決ー 

2006 年の信託法大改正以降、（民事）信託を用いた相続対策が少しずつですが着実に世の中に広がりつつ

あります。しかしその中でも、信託における「遺留分」の考え方については不明瞭なままとなっており、専

門家の間でも意見が割れていました。その「遺留分」の取り扱いについて、2018 年 9 月 12 日、東京地裁に

おいて判決が出されました。 

やや旧聞に属する内容ではありますが、民事信託を理解するうえでは避けて通ることはできない内容であ

るため、本稿ではこちらについて整理していきます。 

 

２.遺留分とは 

本題に入る前に、そもそも遺留分とは何なのか、あらためて確認します。 

まず相続においては、各相続人の取り分として定められた「法定相続分」という決まりがあります。法定

相続分は被相続人との血縁関係の濃淡によって割合が決まっていますが、必ずしもこの割合どおりに相続し

なければならないわけではありません。特に遺言書がある場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先さ

れるため、本来の相続人に対して全く財産分与が無いというケースも想定されます。 

このような時に本来の相続人が有する権利や利益を保護するため、相続人が最低限請求できる相続分、す

なわち「遺留分」が規定されています（民法 1042 条）。 

この「遺留分」、信託を用いた際にどう取り扱うことになるのか？というのが今回のテーマとなります。 

 

 

 

 

 

遺留分

（合計） 配偶者 その他

配偶者と子 1/2 1/4 1/4

配偶者と父母 1/2 1/3 1/6

配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 なし

子 1/2 1/2

父母 1/3 1/3

兄弟姉妹 なし なし

相続人
遺留分（個別）
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３.事件の概要 

被相続人 A には相続人として 3 人の子供（⾧男Ｂ、⾧女Ｃ、次男 D）がいました。病により余命わずかと

診断されたことに伴い、以下の信託契約を締結しました。 

① 全財産（自宅、収益不動産、金融資産等）の 1/3 を⾧女Ｃ、2/3 を次男Ｄに贈与する死因贈与契約を

締結 

② その後、Ａを委託者、次男Ｄを受託者、Ａを受益者とする自益信託を締結 

●その際の信託財産は自宅、収益不動産、金融資産の一部（この結果として、①と②で重複した自宅、

収益不動産については①の死因贈与契約の対象から外れました） 

●当初受益者であるＡが死亡した場合、⾧男Ｂ1/6、⾧女Ｃ1/6、次男Ｄ4/6 の順序・割合で新たな受

益権を取得 

●その後、上記の受益権者が死亡した場合には、次男Ｄの子供が均等に受益権を取得 

③ Ａはその後死亡しましたが、⾧男Ｂから遺留分を侵害しているとして遺留分減殺請求がなされて、本

件訴訟に至る 

 

４. 遺留分に関する従来の見解 

本件のように、当初受益者が死亡した場合に後継者が第二受益者となるような信託を「後継ぎ遺贈型受益

者連続信託」などと称します。この当初受益者から第二受益者への受益権移動（第一次相続時点）につき、

遺留分侵害の有無についての判断が専門家によって以下の二通りに分かれていました。 

① 遺留分の問題が生ずる 

② いったん受益権が消滅し、第二受益者は全く異なる新しい受益権を取得すると考えるため、遺留分の

問題は生じない 

もし②の考え方が通用するのであれば、信託を用いることで遺留分侵害が生じないことになる一方、相続

人の権利や利益が保護されないことになってしまうため、その取り扱いが悩ましいものとなっていました。 

 

５.裁判所の判断ー本件信託は公序良俗に反するかー 

実際の裁判の論点は複数ありますが、その中でも注目すべき箇所を取り上げます。以下の論旨をもって、

本件信託は公序良俗に反しており無効との結論を導いています。 

① Ａは本件信託において、自宅等から得られる経済的利益を分配することを信託設定当初から想定して

いなかったと認めるのが相当 

② 将来⾧男Ｂが遺留分減殺請求権を行使することが想定される中、その結果として⾧男Ｂの受益権割合
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が増加したとしても、自宅等から得られる経済的利益が無い限り、その増加した受益権割合に相当す

る経済的利益を得ることは不可能 

③ Ａが自宅等を信託財産に含めたのは、⾧男Ｂに対して実質的価値を伴わない受益権を与えることで、

遺留分減殺請求を回避する目的があったと解さざるを得ない 

④ よって、経済的利益の分配が想定されない自宅等を信託財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する

意図で信託制度を利用しており、公序良俗に反して無効である 

このように実質が伴わない受益権を設定することで遺留分の効果を失わせる行為について、明確に否定し

た内容となっています。 

本件は、４.の論点、すなわち第一次相続時点において遺留分の問題が生ずるか否かについて、直接争点と

なった訴訟ではありません。とはいえ、本件の訴訟提起が遺留分ありきで始まっていること、そのことにつ

いて裁判所も特段の異議を差し挟んでいないことからすると、今後の実務においては、「第一次相続時点に

おいても遺留分の問題は生ずる」という前提のもと進めることが必要であるといえるのではないでしょうか。 

 

６.最後に 

本件判決は、将来の信託組成に新たな示唆を与えるものといえます。 

① 第一次相続時点において、遺留分の問題は発生する 

② 遺留分侵害を逃れるための実質を伴わない信託設定は無効となり得る 

まだ信託の取り扱いについては不明瞭な部分も残っていますが、訴訟などを通じて少しでも明確になって

いくことを期待したいところです。 
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本ニュースレターは、一般的な情報提供であり、具体的アドバイスではありません。個別の案件については個

別の状況に応じて検討が必要になります。お問い合わせ等がありましたら、下記専門家まで遠慮なくご連絡くだ

さい。 

 

信託 プラクティスグループ（trust@aiwa-tax.or.jp） 

税理士   加瀨 良明 

税理士   尾崎 真司 

税理士   齊藤 健浩 

税理士   二村 嘉則 

 

 

【あいわ税理士法人グループの概要】 

 グループ構成 

あいわ税理士法人 

  あいわ Advisory 株式会社 

 所在地 

  〒108-0075 東京都港区港南 2-5-3 オリックス品川ビル 4F 

 URL 

https://www.aiwa-tax.or.jp/ 

 人員数 

税理士・税理士有資格者：45 名 

公認会計士：9 名 

情報処理安全確保支援士：2 名 

行政書士：1 名 

科目合格者：6 名 

総務ほか：9 名 

合計：65 名(一部重複) 

 関与先概要 

     上場グループ 305 社 上場準備 200 社 非上場 265 社 

 

 


